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     【入間市マスコットキャラクター〈いるティー〉からのアドバイス】 

   ～ ～カードをあずかりますとの電話＝それは詐欺です～ 
【本年１件目の詐欺の手口とは？】（入間市内にて１月中旬に発生） 

犯   行   手   口  

■■電気をかたり、あなたの 

カードが不正に使われている。

全国銀行協会から電話が入り

ます。 

 

 

全国銀行協会をかた

り外国人がカードを

偽造しているので、カ

ードをあずかります。 

 

 

 

 

新しいカードに作り替える

ので暗証番号を教えてくだ

さい。 

(ＡＴＭで預金を引き出す) 

 

【架空請求詐欺の手口とは？～入間市消費生活センター資料参照】 

≪様々な名目でハガキやメールなどで突然通知≫     ≪電話すると≫     ≪支払要求≫ 

〇■■の料金が未納です                               〇急がないと裁判になる 

〇総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ                   〇弁護士に問い合わせて  

〇法務省・裁判所をかたり問合せを要求する文書                  ください 

≪支払指示≫ 

〇「コンビニでカードを買って番号を教えてください」 

〇「端末から出てくる用紙を持ってレジで支払ってくだ

さい」 

≪さらなる支払要求≫ 

〇弁護士・裁判の相手と名乗る者から電話が

あり、さらに支払いを要求される 

〇調査の結果、他にも未払いがあります 

［被害防止には！］    

★メールやハガキに書かれた電話番号に連絡しない 

★身に覚えがないなら支払わないで無視をする 

★警察や消費者ホットライン(局番なし１８８)に相談 

［激増する架空請求詐欺の相談］  

★相談件数  ４８５件 (前年同期比 ＋２８２) 

(入間市内 H30年４月から 12月まで) 

★不審なハガキやメールに注意しましょう 

 

【還付金詐欺にご注意ください】 
 入間市で固定資産税の課税誤りが発生してしまいました。 

（30年 12月末に課税誤りによる過徴収が 185件判明しました。） 

 還付金詐欺の犯人達は、この機に便乗して騙そうと狙っているかも知れま

せん。 

 還付金（市からお返しするお金）について、ATMへ行くようにお願いしたり、

キャッシュカード等を預かったり、現金を要求することは“絶対に”ありま

せん。 

 少しでも不審に思ったら、狭山警察署または市役所へ連絡してください。 

        

 

 

 

   

 【ポッポです】 

※家族全員が手洗いやうがいを励行し、風邪をひかないように健康管理につとめましょう。 

交 通 防 犯 課 

電 話 0 4－ ２ ９ ６ ４ － １ １ １ １ 

狭     山     警     察    署 

電 話 0 4 － ２ ９ ５ ３ － ０ １ １ ０ 

 

土


